
人を育て心を育むまちづくり

•次代を担う子どもの総合的な育成環境の整備

•次代を担う子どもの総合的な育成環境の整備・・・・・・・・・・　P1

•子育て施策のサービスメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・　P3

•保育所等受入拡大と待機児童の推移・・・・・・・・・・・・・・　P5

•合計特殊出生率の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　P7

•川崎市の児童相談件数について・・・・・・・・・・・・・・・・　P8

•地域に根ざし、開かれた、特色ある学校づくりへ向けた取組

•かわさき教育プランの全体像・・・・・・・・・・・・・・・・・　P9

•魅力あふれる特色ある学校となるために・・・・・・・・・・・・　P10

•臨港中学校区地域教育会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・　P11

•学校の適正規模、適正配置へ向けた取組

•川崎市立小・中学校における適正規模・適正配置・・・・・・・・　P13



 
 
・ 計画の策定（H16 年度）と着実な実行 
 
 

 
 
・ 保育所における評価システムの導入 
・ 利用者への情報提供 

 

多様な子育てニーズに 
対する施策の構築 

 

   待機児童の解消 

 

児童相談体制の強化･充実

と児童虐待への対応 

 

Ⅰ．次世代育成に向けた子どもと子育て家庭への支援環境･体制の構築 Ⅱ．すべての子どもと家庭への支援 Ⅲ．地域における社会資源の効果的な活用 

                         ～地域で安心して子育て～ 

政 策 の 基 本 方 向 

政策展開のイメージ 

 
 
・ 相談、虐待の早期発見、早期保護、アフターケア、

予防に係る連携体制の強化 
（保健福祉センター･地域療育センター･更生相

談所、児童虐待防止センター、学校、医療機関、

警察、地域等） 

 

 

・ 専門性向上に向けた相談・指導体制の強化 
 
・ 一時保護所の拡充整備 

 
 
・ 保育所、こども文化センター、市民館等、

既存社会資源のすべてのこどもと家庭のた

めの利用施設化 

・ 地域子育て支援センターの拡充 

（子育て広場の移管・統合含む） 

・ 一時保育、休日保育、及び病後児保育等の

拡充 

・ 市民による子育て相互援助システムの推進

＝ふれあい子育てサポート事業、地域子育

て自主グループ支援事業等の拡充 

・ 事業主等による育児支援の促進 

 
 
・ 総合的･体系的な支援施策展開を図るため

の行政内部の組織再編整備 

・ 区役所における子育て支援の推進 

 
 
・ 幼保一元化   ・ 定員超え入所 
・ 子育て支援センター 

 
 
・ 新設、増改築等による定員拡大 

 
 
・ 公立保育所の民営化の推進（保育の質の確保と保護者の理解） 
・ 指定管理者制度等の積極的な導入(社会福祉法人、ＮＰＯ、株式会社等)

 
 
・ 地域保育園、おなかま保育室、家庭保育

福祉員等 

連

携

父親の育児参加の促進育児休業制度の活用促進

指

導

新たな時代に即した対応 

認可保育所の整備 

既存施設の弾力的運用 

認可外保育サービスの拡充

関係機関とのネットワーク構築児童相談所の相談機能体制の強化
里親制度の拡充 

家庭・地域の子育て支援体制の構築 

次世代育成に向けた体制強化 

次世代育成支援対策行動計画 

子育て支援サービスの質の向上 
児童ファミリーグル
ープホームの拡充 

活 用 



10月 11月 12月 １月 ２月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

ニーズ調
査結果報
告書

計画骨子
(案）

計画（案）
策定

計画策定

反映

反映

反映

反映

反映

反映

市議会
ニーズ調
査結果報
告

計画骨子
報告

計画策定
報告

計画骨子案の検討

　計画骨子につ
　いての意見

児童福祉
審議会

地域協議
会

計画策定に向けての協議(報告）

計画策定に向けての審議（報告）

平成15年度 平成１６年度

計画策定
作業

川崎市次世代育成支援対策行動計画策定スケジュール(案）

市民ニーズ調査の項目検討

市民ニーズ調査・子
どもの意識調査実施

庁内策定
委員会

　　　計画骨子
　　　公　表

　　     市民討議

       市民意見募集

計画策定案作業

４　　　基本施策

①　　川崎市の少子化動向 ①　　子どもの視点 ①　　地域における子育ての支援 重点施策の提起する。

１　　　　現状と課題 ２　　　基本的視点 ３　　　基本目標

②　　川崎市の子育てサービス状況 ②　　次代の親づくりという視点 ②　　母性並びに乳児及び幼児等の健
康の確保及び増進

たとえば

③　　次世代ニーズ調査結果 ③　　サービス利用者の視点 ①　　子育て支援施設の充実

④　　子育ての現況 ④　　社会全体による支援の視点 ③　　子どもの心身の健やかな成長に
資する教育環境の整備

②　　虐待を含めた要保護児
童対策⑤　　子どもの状況 ⑤　　すべての子どもと家庭への支援の視点

⑥　　まとめと課題 ⑥　　地域における社会資源の効果的な活用の
視点

④　　子育てを支援する生活環境の整備 ③　　児童相談体制の充実

⑤　　職業生活と両立の推進 　　　　　　　など

⑦　　サービスの質の視点 ⑥　　子ども等の安全の確保

⑧　　地域特性の視点 ⑦　　要保護児童への対応などきめ細
かな取組の推進

川崎市次世代育成支援対策行動計画の骨格



市立小学校事業

学校数　１１４校
生徒数　６４，７４９人

私立小学校等

学校数　4校
生徒数　1，６２０人

公立中学校事業

学校数　５１校
生徒数　２４，５６６人

私立中学校

学校数　６校
生徒数　３，８４６人

市立高校事業 県 立 ・ 私 立 高 校

全日制
学校数　５校

生徒数　３，９３７人

定時制
学校数　５校
生徒数　９８７人

（生徒数 4，924人）
県立高校
　全日制　１６校　１０，５２７人
　定時制　　２校　　　　２０７人

私立高校
　全日制　　６校　　６，５６４人

生徒数合計　　　　１７，２９８人
（市内高校のみ）

０歳

６歳

１２歳

１５歳

１８歳

幼稚園事業

私立幼稚園

施設数　８７園
定員　２２，３６８人

公立幼稚園

施設数　２園
定員　１７１人

（定員 22，539人） 保　育　事　業

公立保育所

施設数　８８園
定員　８，１７５人

民間保育所

施設数
２７園
定員

３，０００人

地域保育園

施設数
３３園
定員

１，４２０人

家庭保育
福祉事業

定員
３２人

乳児保育
（おなかま）

定員
３９０人

幼児園児
保護者
援護事業

定員
６２０人

（定員 13，6３７人）

わくわくプラザ事業

対象児童数
６５，２５９人
登録児童数

２４，９３６人

こども文化センター事業

（対象年齢０～１８歳未満）

施設数　　５９館

子育て施策のサービスメニュー

乳幼児事業

０歳児（乳児）学級事業 乳幼児学級事業

地域子育て事業

地域子育て自主

グループ支援事業

子育てサークル

支 援 事 業

母親クラブ育成

事 業

専 門 及 び 各 種 学 校 そ の 他

各年齢平均　　約11，550人　　（平成15年10月1日現在）

・通信制高等学校

・高等専門学校

・専修学校

・養護学校　　　等

　

　生徒数　約９１８人

・就職者

・その他

　

　約７４３人

子育て支援センター

事 業

子 育 て 広 場

事 業



子育て関連施策体系図

健康福祉局 市　民　局 教育委員会

子育てのための

教室・仲間づくり

子育ての

　　 相談・支援

子どもの施設

・夏休み親子工作教育 (生涯学習推進課)
・家庭教育学級 (教育文化会館、市民館)

・子育て交流広場 (教育文化会館、市民館・保健
福祉センター)

・子育てサークル (教育文化会館、市民館)

・子育てサークル(子ども文化センター）
・青少年団体等の育成

・育児相談／母子コーナー (保健福祉センター)
・乳幼児特別相談 (保健福祉センター)
・幼児相談 (保健福祉センター)
・乳幼児歯科相談 (保健福祉センター)
・アレルギー相談 (保健福祉センター)
・療育相談 (地域療育センター)
・保育相談 (認可保育所)
・子育て支援センター相談事業
　(地域子育て支援センター)
・児童相談 (児童相談所)
・家庭児童相談 (保健福祉センター)
・思春期保健電話相談 (児童保健福祉課)
・子どもの虐待 (児童相談所、保健福祉センター)
・児童手当 (区民課)
・障害のある子どもの手当(保健福祉センター)

・幼稚園 、小・中学校、高等学校、ろう養護学校

・八ヶ岳少年自然の家

・青少年の家

・青少年創作センター

・黒川青少年野外活動センター

・子ども夢パーク

保健医療等
　　　　その他

・母子健康手帳 (保健福祉センター)
・両親学級 (保健福祉センター)
・妊娠中の健康診査 (保健福祉センター)
・入院助産制度 (保健福祉センター)
・新生児の血液検査 (保健福祉センター)
・神経芽細胞しゅ検査 (保健福祉センター)
・乳幼児の健康診査 (保健福祉センター)
・予防接種 (保健福祉センター)
・未熟児の養育医療 (保健福祉センター)
・小児医療費の助成 (保健福祉センター)
・小児ぜんそく医療費助成 (保健福祉センター)
・身体障害者手帳 (保健福祉センター)
・障害者（児）の歯科の診療 (市歯科医師会)
・災害・交通遺児などの手当 (保健福祉センター)
・民生委員・児童委員 (保健福祉センター)

・ちびっこ健康教室 (保健福祉センター)
・子育てセミナー (保健福祉センター )
・母と子の栄養教室 (保健福祉センター )
・母親クラブ (市社会福祉協議会)
・子育てサークル (保健福祉センター)
・地域子育て自主グループ (少子化対策担当)

・ヤングテレホン相談(青少年育成課）
・青少年指導員の活動

・保育園 (保健福祉センター)
・地域保育園、おなかま保育室、保育ママ（保健福祉ｃ）
・無認可幼稚園 (児童保健福祉課)
・乳児院 (児童相談所)
・児童養護施設 (児童相談所等)
・児童相談所 ・児童虐待防止センター

・障害のある子どもの施設 (児童相談所)

・こども文化センター

・わくわくプラザ

・青少年サイクリングコース

・子どもの教育相談(総合教育センター）
〔一般教育相談（いじめ、不登校等）、障害児教育
相談、幼児教育相談、海外帰国・外国人児童生徒
教育相談、子育て支援相談）

・子育て広場(8ヵ所）
・ゆうゆう広場(適応指導教室）３ヵ所

・小中学校の就学事務（区役所等に委任）

・私立幼稚園園児保育料等補助（学事課）

・小中学生の就学援助(学事課）
・高等学校奨学金(学事課）
・大学奨学金(学事課）
・子ども会議(生涯学習推進課）

・子どもの権利委員会　(人権・男女共同参画室）

・小児急病センター

・保育ボランティア講座（教育文化会館、市民館）
・家庭教育推進事業(家庭教育推進協議会へ委託）
〔PTA自主グループ家庭教育学級子育て支援啓
発事業〕



平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

74,970 75,933 76,225 76,323

11,989 12,069 12,377 12,916

認可保育所入所児童数 10,404 10,727 10,991 11,386

認可外保育サービス受入児童数 352 335 388 501

待機・その他 1,233 1,007 998 1,029

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

10,395 10,845 10,965 11,175

655 705 699 755

学齢前人口

保育所申請児童数

対応

入所待機児童数

認可保育所定員数

保育所等受入拡大と待機児童の推移
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保育所数及び定員の推移
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平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

川崎市 1.37 1.4 1.33 1.3 1.31 1.31 1.28 1.29 1.29 1.27

全国 1.46 1.5 1.42 1.43 1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.31 1.29
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川崎市
全国

合計特殊出生率の推移



川崎市の児童相談件数について 
 
 

１ 児童相談所での児童虐待相談の受付状況 

(1) 虐待種別件数 

種    別 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 

身体的虐待 ４５ ６４ １６３ １５８ １５０ １６０ 

保護の怠慢･拒否 ６２ ７３ １６０ １９５ １４４ １３７ 

性的虐待 ２ ４ ９ ９ ７ ９ 

心理的虐待 ２２ ２９ ３２ ７３ ３３ ７４ 

計 １３１ １７０ ３６４ ４３５ ３３４ ３８０ 

 
 

(2) 年齢別件数 

 年 度 
０～  

3 歳未満 

3 歳～ 

 就学前 
小学生 中学生 その他 計 

１２ ９５ ９５ １２６ ４１ ７ ３６４ 

１３ ９５ １４３ １３８ ４４ １５ ４３５ 

１４ ８３ ９３ １０８ ２５ ２５ ３３４ 

１５ ８６ １１６ １１７ ２７ ３４ ３８０ 

 
 

(3) 相談（通告）経路別件数 （福祉事務所・保健所は保健福祉センターに統合） 

相  談 通  告  ・  通  報 

年 

 

度 

虐

待

者 

本

人 

子

ど

も

本

人 

そ

の

他

家

族 

親 

 

戚 

近

隣

・知

人 

福

祉

事

務

所 

保 

健 

所 

児

童

委

員 

 

 

病

院

╱

医

師

保

育

園

等 

学 

 

校 

警 

 

察 

そ

の 

他 

 

 

 

合 

 

計 

１２ 32 3 45 21 73 41 38 12 25 8 45 10 11 364

１３ 28 13 34 17 110 32 27 15 26 38 58 17 20 435

１４ 13 10 24 13 111 22 35 7 14 21 31 16 17 334

１５ 22 8 37 17 101 63 12 12 26 46 26 10 380

                   

                   

 

 

 

 

 

(4) 虐待者について 

年度 両親 実父 他の父 実母 他の母 その他 計 

１２ 
４８ 

(13.2) 

６１ 

(16.8) 

１３ 

(3.6) 

２１６ 

(59.3) 

３ 

(0.8) 

２３ 

(6.3) 

３６４ 

(100.0)

１３ 
５３ 

(12.2) 

７０ 

(16.1) 

２０ 

(4.6) 

２６６ 

(61.2) 

１ 

(0.2) 

２５ 

(5.7) 

４３５ 

(100.0)

１４ 
４２ 

(12.6) 

５５ 

(16.4) 

１５ 

(4.5) 

２００ 

(59.9) 

５ 

(1.5) 

１７ 

(5.1) 

３３４ 

(100.0)

１５ 
３７ 

(9.7) 

５５ 

(14.5) 

２６ 

(6.8) 

２３３ 

(61.3) 

９ 

(2.4) 

２０ 

(5.3) 

３８０ 

(100.0)

 

 

 
 

２ 児童相談所相談種別受付状況 

心身障害相談 非行相談 育成相談 

年

 

度

養

護

相

談 

保

健

相

談

肢

体

不

自

由

相

談 

視

聴

覚

障

害

相

談

言

語

発

達

障

害

等

相

談 

重

症

心

身

障

害

相

談 

知 

的 

障 

害 

相 

談 

自

閉

症

相

談 

ぐ

犯

行

為

等

相

談 

触

法

行

為

等

相

談 

性

格

行

動

相

談 

不

登

校

相

談

適

性

相

談

し

つ

け

相

談

 

 

そ

の

他

の

相

談

合 

 

計 

11 376 1 437 77 414 66 907 3 20 31 112 52  22 28 2,546

12 646  333 73 378 362 831 2 21 36 145 56  19 22 2,924

13 746  45 1 327 80 906 1 22 51 168 56 3 18 26 2,450

14 622 1 39 1 1 94 965 5 20 75 97 50 3 4 8 1,985

15 657  35 1 1 71 1,140 3 26 92 110 53  2 14 2,205

 
 



川崎市の教育の現況と課題

　☆　多様化する価値観のなかで、子どもと大人がともに生き、一人一人が生き生きと輝く学習社会を創造する
　☆　地域の学習のネットワーク化を支援し、地域教育力の向上へつなげる

かわさき教育プランにおける基本的な目標

重点施策

かわさき教育プランの全体像

考慮するべき動き

・　プランの推進体制　　　　　　　　　・　市民への公表　 　　　　　　・　実施スケジュール　など

・　川崎市教育目標の再検討（昭和２７年制定）　　　　　　　　　　　　（成果指標等の検討など）

プランの実現方策

・幼児教育・学校教育
・家庭・地域における子どもの教育
・社会教育
・文化・文化財保護
・スポーツ活動
・教育行政

施策体系

時代潮流と教育への影響

・グローバル化と教育
・情報化と教育
・少子高齢化と教育
・成熟した市民社会・経済と教育
・価値観の多様化と教育
・地方分権と教育
・環境共生と教育　など

・文部科学省が進める教育改革
　「個性」と「能力」の尊重、「社会性」と「国際性」の涵養
　「選択」と「多様性」の重視、「公開」と「評価」の推進
・川崎市行財政改革プラン
・外部監査を受けて策定された教育委員会事務事業改善プラン
　「コスト意識化」「チェック機能の強化」「組織のスリム化」
・川崎市が策定を進めている新たな総合計画　　など

　幼児教育・学校教育　　　

　　子どもたちの健やかな成長の保障　など

　家庭・地域における子どもの教育

　　学校・家庭・地域の子育ての支援体制

　　づくり　など

　社会教育

　　市民が生き生きと学び活動する地域社会

　　の創造　など

　教育行政

　　保護者・地域住民の参画促進　など

抽
出

「生きる力」

をつける

「教職員の力」

を伸ばす

「自ら学ぶ市民」

を応援する

「市民の力」

を活かす

家庭、学校、地域の多様な人々とのつながりのなかで、子どもたちの人権を
尊重しながら、確かな学力の定着を図り、豊かな人間性や、たくましく生きる
ための健康・体力の向上をめざし、すべての子どもたちが一人の社会人とし
て、ともに成長することのできる教育を進めます。

施策例：いのち・こころの教育の推進、確かな学力向上プログラム

　　　　の設定（習熟度別授業、少人数指導、ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞ）、

　　　　安心して子育てができるともに育ち合う地域づくり　など

各学校が創意工夫を発揮し、学校運営や教育活動に地域の特色や人材
等の教育資源を活かしながら、地域に開かれた学校づくりに取り組むこと
によって、学校の改革を進めます。

施策例：学校の裁量権拡大、学校評価制度の導入、

　　　　外部人材の活用　など

子どもたちが自ら学び、考え、行動する 「確かな学力」を獲得できるよう、
教職員の研修、支援、評価などの仕組みを構築して、指導力の向上を図り
ます。

施策例：研修カリキュラムの再編、人事評価の見直し、

　　　　総合教育センター機能の強化　など

学校と社会教育・市民利用施設のネットワーク化によって、市民の地域に
おける学びの場を広げていきます。さらに、シニア世代やフリーターの増加
などに対応した川崎らしい市民の学習を進めます。

施策例：学校施設の有効活用、就労など社会的自立に向けた

　　　　支援、総合型地域スポーツクラブの育成　など

地域住民や保護者に対する情報公開を進めて情報共有を図り、学校の活
動に参加したり、地域における教育の施策づくりに参画できる仕組みをつく
ります。また、行政区を単位とした教育の推進体制づくりを進めます。

施策例：学校教育推進会議・地域教育会議の活性化、

　　　　「拡大教育委員会」設置の検討　など
※「教育行政専門部会」のなかで浮かび上がってきたアイディアで、学識経験者、保護者、校長、教職員、職員団体など
さまざまな教育関係者が率直に教育問題について話し合い、諮問機関的な役割を果たすという構想のことです。

※

「個性が輝く学校」

をつくる

改革の視点

【学校教育】
①子どもたちの健やかな成長の保障
②地域に根ざした特色ある学校づくり
③教職員の力量形成と自己成長
④学校・家庭・地域の子育ての体制づくり

【社会教育】
①市民が生き生きと学び、活動する地域社会の創造
②地域が学校を支え、大人と子どもが学びあう地域
コミュニティづくり
③新たな社会的ニーズに対応した川崎らしい市民教
育の場の拡充

【教育行政】
①多様性、選択性の導入
②自律性の尊重と公共性、公益性の確保(学校評価)
③協働性と専門性の推進
④柔軟性と民間活力の導入



魅力あふれる特色ある学校となるために
各学校が、子どもや保護者、地域等の実態に応じた、創意・工夫を生かした特色ある学校づくりを推進することにより、学校をより一層活
性化し、魅力あふれた特色ある学校を創る。

○行政区ごとに学校を支援する体制の構築
○地域人材の有効な活用を図り、創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進
○学校の自主性・自律性を図り、開かれた学校づくりを推進するための学校評価システムの構築
○創意工夫を生かした教育課程を編成し、特色ある学校づくりを推進するための学校二学期制の導入   etc.

児童生徒、保護者、地域住民との連携

児童生徒 保護者 学校教育推進会議 地域住民

公表
説明

意見
反映

自主的・創造的な取組を計画 計画に基づき
実 践

内部評価
外部評価

学校

改善に基づき
計画・実践

○ 読書のまち・かわさき事業の推進 
○ 音楽のまち・かわさき事業の推進 
○ 豊かな体験活動の推進 
○ 道徳教育の充実 
○ 体育・健康に関する指導の充実 
○ いじめ・不登校の克服 
○ 川崎市子ども夢パーク事業の推進 

etc.

思いやりの心・感動する心の育成

○ 自ら考える力の育成 
○ 基礎・基本の徹底 
 ・各教科指導の充実と学習内容の定着 
○ 少人数授業や習熟度別授業の充実 
○ 障害児教育の充実（特別支援教育） 
 ・個別教育計画の充実 
○ 国際理解教育の推進 
・小学校における外国語会話等の推進 
○ ＩＴを活用した情報教育の推進 
○ 二学期制の試行や小・中連携の取組

     etc.

わかる授業・個に応じた指導の充実
かかかかかかかかかかかかかかかか

○ 特色ある教育活動の推進 
 ・教育予算の学校裁量の拡大 
○ 開かれた学校づくりの推進 
 ・授業参観等による学校公開の拡大 
 ・学校からの情報発信(学校だより・ＨＰ等)
○ 教育ボランティア事業の充実 
・小・中学校の学習支援者等の配置 
○ 学校教育推進会議、地域教育会議の充実 
 ・子どもや保護者、地域の参画による学校
づくり

etc.

子どもを地域社会とともに育成

教育行政

教育委員会







川崎市立小・中学校における適正規模・適正配置

小・中学校とも普通学級で、１２～２４学級程度を適正規模とする。
児童生徒の急増地域については、一時的に３０学級までを許容学級とする。

　　　　　　　　　　                   　検　討　委　員　会

【構成】
　教育委員会・各区役所・学校・ＰＴＡ・町会・地域関係者・地域教育会議など

小
規
模
校
・
過
大
規
模
校
の
解
消

幸 区 検 討 委 員 会
河 原 町 小 学 校

中原区検 討委 員会
下 河 原 小 学 校

高津区検 討委 員会
子 母 口 小 学 校

宮 前 区 検 討 委 員 会
野川小学校、宮 崎小 学校

（鷺沼小学校、富士見台小学校）

麻生区検討委員会
虹ヶ丘小学校、白山小学校

白山中学校、王禅寺中学校

学 校 の 適 正 規 模

早急な検討を要する学校

方
　
針
　
決
　
定

施

設

整

備

就

学

事

務

教

育

委

員

会

事

務

局

議
会

・

教
育
委
員
会

住
民
説
明
会

（
検
討
対
象
校
の
関
係
者
に
対
し
て

、
教
育
委
員
会
の
案
を
説
明
し

、
合
意
を
得
る

。

）

就
学
前
健
康
診
断

就
学
通
知

施
設
改
修
な
ど

市 民 ・ 保 護 者

事 務 局 ： 教 育 委 員 会 企 画 課

ホームページ・市政だより
などによる情報提供

住民意見の反映

予
算
要
求

部会（検討対象校ごとに設置）

当事者による更なる検討をすすめる。
地域全体の合意形成を図る。

指 示 ／ 報 告

住民説明会

教
育
委
員
会
に
よ
る
対
応
案
の
発
表

（
検
討
委
員
会
の
報
告
を
受
け
た
後

、
教
育
委
員
会
と
し
て
の
案
を
示
す

。

）

　報告
　・通学区域の変更
　・学校の統合



市立小･中学校適正規模･適正配置の取り組み

　　　　（早急な対応を要する１１校）

児童
生徒数

学級数
児童
生徒数

学級数
児童
生徒数

学級数

1 幸　区 河原町小学校 小規模 137人 6学級 129人 6学級 54人 6学級 　幸区検討委員会において検討 　平成１６年７月８日～

2 中原区 下河原小学校 小規模 208人 ７学級 199人 6学級 186人 6学級 　中原区検討委員会において検討 　平成１６年７月５日～

3 高津区 子母口小学校 過大規模 1,230人 33学級 1,203人 33学級 1,318人 35学級 　高津区検討委員会において検討 　平成１６年７月１２日～

4 富士見台小学校 過大規模 1,445人 39学級 1,509人 41学級 1,385人 37学級

5 鷺沼小学校 過大規模 1,104人 32学級 1,174人 33学級 1,261人 35学級

6 宮崎小学校 過大規模 1,300人 36学級 1,320人 37学級 1,241人 34学級

7 野川小学校 過大規模 1,029人 30学級 1,024人 30学級 1,047人 30学級

8 虹ヶ丘小学校 小規模 201人 6学級 188人 6学級 126人 6学級

9 白山小学校 小規模 231人 8学級 201人 7学級 163人 6学級

10 王禅寺中学校 小規模 258人 8学級 246人 8学級 206人 6学級

　 11 白山中学校 小規模 202人 6学級 175人 6学級 133人 5学級

※児童生徒数は障害児学級を含み、学級数は普通学級のみ

日程

宮前区

　仮称土橋小学校の新設により解消

　宮前区検討委員会において検討

平成２１年度推計平成15年5月1日 平成16年5月1日

学校規模

　平成１６年７月２０日～

　平成１６年１０月～

行政区 学校名 理由

麻生区 　麻生区検討委員会において検討

取り組み



白山中学校
(小規模校)

麻生区

白山小学校
(小規模校)

王禅寺中学校
(小規模校)

虹ヶ丘小学校
(小規模校)

多摩区

宮前区
高津区

中原区

幸区

川崎区

 鷺沼小学校
(過大規模校)

富士見台小学校
(過大規模校)

 宮崎小学校
(過大規模校)

 野川小学校
(過大規模校)

子母口小学校
(過大規模校)

下河原小学校
(小規模校)

河原町小学校
(小規模校)

適正規模・適正配置に向けて早急な対応を要する１１校

文

文

文
文

文

文

文文

文文
文




